
市民生活

後期高齢者医療保険料率などの
決定について

　 ８・ ９年度の後期高齢者医療保険
料（以下、「保険料」）の料率は、 1 月
の東京都後期高齢者医療広域連合
（以下、「広域連合」）議会で、決定し
ました。
財政運営の仕組み被保険者の皆さん
が病気やケガをしたときの医療費の
支払いにあてるため、医療費から自
己負担分を除いた医療費給付の約 1
割を保険料として納めていただきま
す。残りの約 9割を公費や現役世代
からの支援金で負担しています。保
険制度の安定的な運営のため、ご理
解をお願いします
保険料の決め方保険料は「医療分」と
「子ども・子育て支援金分（子ども
分）」で構成され、被保険者に均等に
ご負担いただく「均等割額」と被保険
者の前年の所得に応じてご負担いた
だく「所得割額」の合計額となります
（下図の通り）
保険料の軽減措置所得に応じて 3つ
の措置があります①均等割額の軽減
＝下表 1の通り②所得割額の軽減＝
下表 2の通り③被扶養者だった方の
軽減＝下表 3の通り
８年度の保険料の通知 4 月の年金か
ら保険料が天引き（特別徴収）されて
いる方は、 ６年中の所得に応じた仮
算定の保険料額の徴収です。 ７年中
の所得に応じた ８年度の保険料額決
定は、 7 月中旬に市から「決定通知
書兼納付（納入）通知書」を発送予定
です

l▼制度について＝（土曜・日曜日
・祝日を除く午前 8 時半～午後 ５
時）広域連合お問い合わせセンター
☎0570・086・519（ＩＰ電話の方は
☎03・3222・4496）、o0570・086・
075、または広域連合
n「東京いきいきネッ
ト」をご覧ください▼
個別の相談＝市保険年
金課高齢者医療係☎
042・470・7846

市税(料)などの納付には 
口座振替のご利用を

　口座振替はご指定の金融機関の口
座から、納期限の日に自動的に期別
分を引き落とす制度です。ご自身で
納付する手間が省け、納め忘れが無
くなるなどの利点があります。ぜひ
ご利用ください。
税（科）目市民税・都民税・森林環境
税（普通徴収）、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税（所有する全ての
車両が対象）、国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料、介護保険料
利用可能な金融機関★西武信用金庫、
★みずほ銀行、★三菱ＵＦＪ銀行、
★三井住友銀行、★りそな銀行、★
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、★き
らぼし銀行、★東和銀行、★西京信
用金庫、東京信用金庫、★青梅信用
金庫、★多摩信用金庫、中央労働金
庫、東京みらい農業協同組合、東京
都信連および東京都の各農協★ゆう
ちょ銀行・郵便局　※生体認証ＩＣ
カードなど一部お取り扱いできない
カードもあります。
■申し込みについて
　市内金融機関で手続きができます。
なお★印の金融機関からの振替をご
希望の場合は、市役所(納税課・保

険年金課・介護福祉課)でも手続き
可能です。
h▼市内の金融機関＝通帳、通帳届
出印▼市役所(納税課・保険年金課
・介護福祉課)＝①★印の金融機関
の口座振替しようとする口座のキャ
ッシュカード(本人名義)②キャッシ
ュカードの暗証番号③手続きに来ら
れる方の本人確認ができるもの（マ
イナンバーカード、運転免許証など）
i口座振替をお申し込みした日によ
って、振替の開始期は異なりますj
市外の金融機関をご利用の方や多忙
のため来庁される時間がない場合な
どは、口座振替依頼書を郵送します
ので、納税課管理係へご連絡くださ
い。郵送の場合は、市役所などで配
布している「口座振替依頼書」に必要
事項を記入の上、納税課宛てに郵送
していただければ市が手続きを代行
しますl納税課管理係☎０４２・４７０・
７７２９

８ 年度固定資産税・都市計画税
のあらまし

■固定資産税・都市計画税
　固定資産税は、毎年 １月 １日現在、
市内に土地・家屋・償却資産を所有
する方が、その資産価値に応じて納
める税で、税率は１.４％です。
　都市計画税は、毎年 １月 １日現在、
都市計画区域のうち、市街化区域内
に土地・家屋を所有する方が、その
資産価値に応じて納め、都市整備な
どの費用に充てられる目的税で、税
率は０.２４％です。
　固定資産税・都市計画税の税額は、
「課税標準額×税率」により算出され
ます。「課税標準額」は原則として、
固定資産課税台帳に登録された価格
です。ただし、法律に基づく課税標

準の特例が適用される場合や、土地
について税負担の調整措置が適用さ
れる場合は、課税標準額は価格より
も低くなります。
■土地の価格・税負担
　土地の価格は原則として ３年ごと
に価格の見直し（評価替え）を行う制
度が取られています。直近の評価替
えは ６年度に行われ、原則として ８
年度は ６年度の評価額を据え置きま
すが、地価の下落により据え置くこ
とが適当でない場合は下落修正を行
います。 ８年度においても税負担の
公平性という観点から、個々の土地
の価格に対する前年度課税標準額の
割合（負担水準）の均衡化を図る調整
措置（負担調整）が継続されます。
■家屋の評価・税負担
　 ８年度は ６年度の評価額を据え置
きます。また、次の期間に新築され、
固定資産税の新築軽減が適用されて
いた家屋は、 ７年度で軽減の適用が
終了となり、本来の税額に戻ります。
対象家屋①令和 ４年 １月 ２日～ ５年
１ 月 １ 日に建築された一般住宅（次
の②以外の家屋）②令和 ２ 年 １ 月 ２
日～ ３年 １月 １日に建築された ３階
建て以上の中高層耐火住宅など
■固定資産税・都市計画税の納税通
知書を発送します
　固定資産税・都市計画税の納税通
知書を ５月 １日㈮に発送します。第
１期の納期限は ６月 １日㈪です。
　※課税明細書と納税通知書を １冊
にまとめています。また、共有物件
の納税通知書は、代表者以外の共有
者にも送付しています（支払い用の
納付書は代表者のみに送付）。
l課税課土地資産税係・家屋資産税
係☎ 042・４７０・７７７７（ 内 線 ２３３８・
２３３９・２３４１～２３４４）

東京いきいき
ネット

表１　均等割額の軽減

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

４３万円 ＋（年金または給与所得者の合計数−１）×１０万円 以下 ７割（※4）

４３万円 ＋（年金または給与所得者の合計数−１）×１０万円
＋（３１万円×被保険者の数）以下 ５割

４３万円 ＋（年金または給与所得者の合計数−１）×１０万円
＋（５７万円×被保険者の数）以下 ２割

※４ 令和８年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「７.２割」となります。
＊�６５歳以上（令和８年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万
円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。
＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
＊�世帯の判定は毎年度４月１日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）で行
います。
＊�年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は
60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者
および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

図　８年度の年間保険料額の算出式

年間保険料額 　＝　 医療分
（※1） 　＋　

子ども・子育て
支援金分（子ども分）

（※2）

＝ ＋均等割額 所得割額
53,300円 保険料計算のもととなる所得金額（※3）×9.88％

＝ ＋均等割額 所得割額
1,300円 保険料計算のもととなる所得金額（※3）×0.26％

● �年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分（子ども分）」を計算し、�
それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。

● 年間保険料額の最高限度額は87万１,000円です。

「医療分」の最高限度額は85万円です。
「子ども・子育て支援金分（子ども分）」の最高限度額は２万１,000円です。

※１ �「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充
てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。

※２ �「子ども・子育て支援金分（子ども分）」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた
支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全
体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援制度」によりご負担いただ
く金額です。

※３ �「保険料計算のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額や山林所得金額並びに株
式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金
額が２,４００万円以下の場合は４３万円）を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除し
ません）。

医療分

子ども・子育て
支援金分（子ども分）

表２　所得割額の軽減（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）

保険料計算のもととなる所得金額 軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

表３　被扶養者だった方の軽減

加入から２年を経過する月まで 加入から２年経過後

均等割額 ５割軽減 軽減なし

所得割額 負担なし
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国民健康保険　柔道整復師等 
施術状況の確認

　市では、医療費適正化への取り組
みとして、被保険者が国民健康保険
を使って柔道整復師や鍼灸師・マッ
サージ師の施術を受けた場合に、施
術方法や保険請求内容が適正かどう
かの点検を行っています。施術内容
の確認を文書で行う場合があります
ので、負傷部位や施術内容、施術年
月の記録、領収書等は保管していた
だき、照会文書が届いた場合には確
認をお願いします。
l保険年金課国民健康保険係☎０４２
・４７０・７７３３

こども情報
なび

１８歳（高校生）までを対象とした子育て情報、
講座・スポーツなどに関する情報です。

病児保育事業

　病児保育事業は、病中または病気
の回復期にあって集団保育が困難な
期間、専用スペースなどにおいて保
育および看護ケアを行う事業です。
市内では、さいわい町診療所併設の
「こども静養室めぐのへや」で実施し
ています。
開所時間月曜～土曜日の午前 ９時～
午後 5 時（日曜日、祝日、お盆の時
期（ ８月中旬）、年末年始および医師
不在時は休所）b幸町 ５− ７− １（☎
０４２・４２０・９０９５）利用方法要事前登録。
午前１０時以降に問い合わせの上、健
康な状態のお子さんと一緒に「めぐ
のへや」まで登録にお越しください。
登録の際には、健康保険の資格確認
書、母子健康手帳、お薬手帳（お持
ち の 方）を 持 参 し て く だ さ い
対象年齢生後10カ月～小学校 3年生
までの病中および回復期のお子さん
g▼登録料＝年間2,000円▼保育料
＝ ４ 時間まで2,000円、 ４ 時間以上
4,000円、時間外（延長）30分ごと600
円l保育幼稚園課施設給付係☎042
・470・7745

お子さんの麻しん・風しん 
予防接種

　麻しん（はしか）・風しんは、人か
ら人へ感染しやすく、重症化する場
合もあり、予防接種を ２回すること
で予防効果が高まります。 8年度の

対象者および個別通知の発送時期は
次のとおりです。
e▼第 １期＝ １ 歳児▼第 ２期＝令和
２年 ４月 ２日～ ３年 ４月 １日生まれ
の方j第 １期分は １歳の誕生月に発
送します。第 ２期分は ４月上旬に発
送済みです。対象者で通知が届かな
い場合は健康課予防係までl同係☎
０４２・４７７・００３０

子どもの学習支援事業の利用者
募集

　「経済的事情などにより学習の機
会が少ない、学習の不安を相談でき
る場所がほしい」といった方に対し
て、学習支援を行っています。詳細
は、市nをご確認ください。
a平日（午後 ５時～ ９時）および土曜
・日曜日、祝日（午後
１ 時～ ５ 時）の各 １ 日
e市内在住の中学生g
無料l福祉総務課相談
支援係☎ ０４２・４７０・
７７４９

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域の子ども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■小山台遺跡公園（屋外）
a ４ 月１８日㈯午前１０時～正午c春の
植物を使った遊び～スタンプ・絵遊
び～e乳幼児～小学生
■本村小学校（屋内）
a ４ 月２１日㈫午後 ４時～ ５時半b体
育館c楽しい運動遊び～じゃんけん
遊び～e小学生
《共通事項》
g無料hタオル、飲み物。屋内は上
履き、屋外は帽子i▼徒歩か自転車
で来場を▼食べ物は原則持ち込み禁
止。乳幼児は保護者同伴▼動きやす
い服装で参加を▼内容を変更する場
合ありk当日会場でl児童青少年課
児童青少年係☎０４２・４７０・７７３５

子ども相談

a 4 月22日㈬午前 ９時半～午後 ３時
bわくわく健康プラザ（相談室 ２）c
お子さんの成長や発達、ことば、話
し方、育児疲れなどの相談を心理相
談員がお受けしますe幼児と保護者
kl電話で健康課保健サービス係☎
042・477・0022へ

ひとり親家庭ホームヘルプ 
サービス

　市では日常生活を営むのに支障が
あるひとり親家庭に対し、児童の見
守りや食事の世話などをお手伝いす
るホームヘルパーを派遣する事業を
実施しています。
派遣回数・ 派遣時間原則として、派
遣回数は １日 １回、月に１２回まで。
派遣時間は午前 ７時から午後１０時ま
での間で １ 日 ８ 時間以内（ １ 時間単
位）援助内容食事の世話、住居の清
掃、被服の洗濯、育児など派遣対象
市内に居住し、次の（ １）～（ ７）のい
ずれかに該当するため、家事・育児
などの日常生活に支障をきたしてい
ると認められる家庭
（ １）ひとり親家庭または離婚前家庭
となって ２年以内（ ２）技能習得のた
め、職業能力開発センター等に通学
している（ ３）就職活動等自立促進に
必要と認められる（ ４）疾病、出産、
看護、事故、学校行事の参加など、
一時的に支援が必要（ ５）乳幼児また
は小学校に就学する児童を養育して
いて、就業上の理由により、帰宅時
間が遅くなるなど（所定内労働時間
の就業を除く）（ ６）小学校 ３ 年生以
下の児童の保護者が、就業の事情に
より支援を必要とし、前記（ １）～
（ ５）に該当しない（ ７）その他ひとり
親家庭のため、ホームヘルプサービ
スが必要と認められる
g所得に応じて費用負担がある場合
がありますl児童青少年課助成支援
係☎042・４７０・７７３６

スポーツ習慣定着促進事業 
（ボール投捕）

a全 8回。 5月14日～ 7月 2日の毎
週木曜日午後 5時～ 6時bスポーツ
センター第 1体育室c運動の楽しさ
を感じ、以後継続的に運動する意欲
につながることを目指しますe運動
が苦手で学校体育以外で運動をする
機会のない小学 １年生～ 3年生f30
人（応募多数の場合は抽選）h飲み物、
タオル、室内履きk 4 月30日㈭まで
に電話で同センターへl同センター
☎042・470・7900

ジュニアバレーボール教室

　パス・スパイク・レシーブ・サー
ブを打ってみよう。
a毎週土曜日午後 １時半～ ３時半b
第二小学校体育館（変更の場合あり）
e市内在住・在学の小学生（ ４ 年生
以上）・中学生f先着30人d市バレ
ーボール連盟h飲み物・タオル・体
育館履きkl同連盟・細田☎090・
2328・5690、または大渕☎090・
6144・5185

こども家庭センター 
第 1 回子育て講座　 ０ 歳児赤ち
ゃん歌と音で遊ぼう‼

　親子でゆったりと遊びましょう。
a ５ 月２９日㈮午前１０時からと午前11
時からbわくわく健康プラザ １階プ
レイルームc赤ちゃんとのふれあい
遊びやわらべうた遊びを楽しみまし
ょうe市内在住の ０歳児親子f各１２

組d浜田泉美氏（声楽家・保育士）h
赤ちゃんおでかけグッズ、バスタオ
ル、飲み物k ４ 月３０日㈭午前１０時か
ら電話または直接滝山ひろばへl同
ひろば☎０４２・４２０・６７４３

つながろう！ふたごちゃん親子
「さくらんぼの会」

a ５ 月３０日㈯午前１０時～１１時半b地
域子育てひろば上の原c多胎児親子
の交流、相談、講師のお話、情報交
換、ふれあい遊びなどe市内在住で、
多胎児の未就学児保護者と多胎児妊
婦f ５ 組（きょうだい含めて１２人ま
で）d坂本深雪氏（助産師）h保育に
必要なものj ３ 歳未満は移動経費補
助の対象事業になりま
す（郵送で個別案内）k
４ 月２７日㈪午前１０時か
ら電話または直接同ひ
ろば上の原でl同ひろ
ば上の原☎０４２・４２０・
９０１１

ファミリー・サポート・センター 
会員募集

　ファミリー・サポート・センター
は、お子さんを預けたい人、協力し
たい人からなる有償の相互援助活動
です。利用したい人、協力したい人
ともに、まずは事業説明会にご参加
ください。
a ５ 月 １ 日㈮午前10時～11時b東部
地域センター講習室f定員10人（事
前予約制）h事前送付資料、入会希
望者（保護者）の顔写真、本人確認書
類（運転免許証など）k 4 月24日㈮ま
でに電話で同センターへl同センタ
ー☎042・475・3294
■サポート会員講習会
　お子さんの預かりや送迎をお手伝
いする有償の助け合い活動です。週
1回など、空いた時間でご協力くだ
さいa 6 月 2 日㈫～11日㈭のうち 7
日間b中央町地区センター、わくわ
く健康プラザ他e▼市内、近隣市に
お住まいの方で、20歳以上の心身と
もに健康な方▼事業説明会に参加し、
理解と熱意をもって活動できる方
f20人jサポート会員
謝金 1時間700円～900
円k 5 月22日㈮まで電
話で同センターへl同
センター☎042・475・
3294

同センターn

市n

　児童館は、こども達がのびのびと遊べ、乳幼児
の保護者の交流や子育てに関する情報交換の場で
す。
　乳幼児・小・中・高校生世代を対象に、市内 ４
つの児童館でさまざまな活動が行われています。
■休館日：月の最後の平日、年末年始
　施設点検日（年 2回〈けやき児童館〉）

じどうかんに行こう！

子どもセンターあおぞら中央児童館 子どもセンターひばりけやき児童館

詳しくは
コチラ

市n
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高齢者・福祉

さいわい福祉センター 
「さをり織り講座」受講者募集

a毎月第 ２ ・第 4 火曜日午前10時～
正午bさいわい福祉センターe市内
在住で知的障害または身体障害をお
持ちの15歳以上の方f若干名g材料
費（実費）kl同センター☎０４２・４７７
・２７１１（平日午前 9 時～午後 5 時）

認知症介護者家族会 

　認知症のある方を介護するご家族
の方、一人で介護の悩みをかかえて
いませんか。日々のことや心配ごと
など、気軽に話し、ほっとできる場
所として開催しています。 ５ 月は中
部・西部地域包括支援センター主催
です( 6 月は東部地域包括支援セン
ターで開催します)。事前にお申し
込みの上ぜひご参加ください。
■中部地域にお住まいの方
対象地域学園町・ひばりが丘団地・
本町・中央町・幸町・南沢・前沢一
～三丁目・南町
ab 5 月11日㈪午後 １ 時１５分～ ２ 時

半、中央町地区センター第 １ 会議室
kl中部地域包括支援センター☎
０４２・４７０・８１８６または☎０４２・４５１・
５１２１
■西部地域にお住まいの方
対象地域前沢四・五丁目、滝山・下
里・柳窪・野火止・八幡町・弥生
ab ５ 月 ８ 日㈮午後 １ 時１５分～ ２ 時
半、西部地域センター第 ２ 講習室
kl西部地域包括支援センター☎
０４２・４７２・０６６１

東京都シルバーパス 
新規（ ４ 月～ ９ 月）購入手続き

　満７０歳以上の都民の方には、申し
込みにより都営交通・都内民営バス
等が利用できる「東京都シルバーパ
ス」を（一社）東京バス協会が発行し
ます。なお、シルバーパスの利便性
の向上等のため、１０月の一斉更新に
あわせ、現行の磁気カードからICカ
ード（PASMO）に移行します。
有効期限発行日～ ９ 月３０日㈬
e都内に住所を有する満７０歳以上の
方g①住民税が課税の方=6 ,000円

（ 4 月～ 9 月の申し込みは有効期間
が短いため、満額12,000円の半額で
す）②住民税が非課税の方=1 ,000円
③住民税が課税で、合計所得金額が

135万円以下の方=1 ,000円必要書類
本人確認書類（健康保険証または運
転免許証など）。ただし前記費用の
②・③に該当する方は次のいずれか
１ 点も追加で必要です。（ア）「介護保
険料額決定通知書兼納入通知書」の
所得段階区分欄に「第一段階～第六
段階」のいずれかの記載のあるもの

（イ）住民税課税証明書または非課税
証明書（ウ）生活保護受給証明書i▼

（ア）は再発行はできません。お手元
にない場合は（イ）の取得を　※市課
税課（市役所 ２ 階）または各連絡所で
取得可▼（ア）（イ）は、 ８ 年度の書類
が発行されるまでは ７ 年度の書類で
代用可▼（ウ）は ４ 月 １ 日以降に発行
され、生活扶助受給が確認できるも
のに限るk必要書類を用意の上、最
寄りのバス営業所・都営地下鉄定期
券販売所等のシルバーパス発行窓口
でl東京バス協会シルバーパス専用
電話☎03・5308・6950（土曜・日曜
日・祝日を除く午前 9 時～午後 5 時）

ごみ・住環境

４ 月2９日(水・祝）のごみ収集

　 ４ 月２９日は祝日ですが、平日と同
様に収集します。
　ごみと資源物は、決められた収集
日の当日、午前 ８ 時半までに出して
ください。小型廃家電類を除く全品
目が戸別収集です。
　ごみ収集日や分別などのごみ出し
ルールは市nでご確認ください。
lごみ対策課☎０４２・
４７３・２１１７（粗大ごみの
申し込みは☎０４２・４７３
・２１１８またはインター
ネットで）

　地表面のコンクリートやアスファルト化などによる雨水の地下浸
透量の減少は、湧水や河川の水量に影響を与えます。雨水浸透ます
は、屋根に降った雨水を地下へ戻し、地下水を涵

かん

養
よう

する効果が期待
できます。また雨水タンクは、河川への雨水の流出を制御する効果
が期待できます。市内の豊かな水辺環境を保全するため皆さんのご
協力をお願いします。
■既存住宅に雨水浸透ますを設置する際の補助金
申請対象者敷地が１,０００㎡未満の既存の個人住宅（新築、増築等を除
く一般住宅）で、東久留米市宅地開発等に関する条例に該当しない
住宅を所有する方 
補助金額設置状況により、経費の全部または一部を補助     
申請期日12月2８日㈪まで
■雨水タンクを設置する際の補助金
申請対象者市内で個人が所有する住宅等に雨水タンクを設置し、使
用する方（敷地面積が500㎡以上の新築住宅を除く）
補助金額本体価格の一部を補助
申請期日12月2８日㈪まで
《共通事項》
iどちらも設置後の申請はできません
l環境政策課☎042・470・7753

l障害福祉課☎042・470・7747
　 8 年 ４ 月分より、特別障害者手当と障害児福祉手当の支給月額が
下表のとおり改定されました。

市n

表　改定後手当額一覧
手当 対象 支給月額※

特別
障害者手当

２０歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害を
有するため、日常生活において常時特別な介護を必
要とする状態にある在宅の方。ただし、施設入所者
および病院等に継続して３カ月を超えて入院している
方は支給されません。
　※本人および扶養義務者等の所得制限あり。

8年3月まで
29,590円
8年4月から
30,450円

障害児
福祉手当

２０歳未満で、精神または身体に重度の障害を有する
ため、日常生活において常時の介護を必要とする状
態にある在宅の方。
　※�本人および扶養義務者等の所得制限あり。また、

施設入所者および障害年金等の受給者には支給
されません。

8年3月まで
16,100円
8年4月から
１６,560円

心身障害者
福祉手当

次の①・②のいずれかに該当する方
①�身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度、脳性ま

ひまたは進行性筋萎縮症のいずれかに該当する２０
歳以上の方

②�身体障害者手帳３・４級の方、愛の手帳４度の方、難
病医療費助成受給者の方

　※�２０歳以上は本人、２０歳未満は扶養義務者の所得
制限あり。また、施設入所の方、６５歳以上で新
たに対象要件を満たした方、児童育成手当の障
害手当を受給中の方は受給できません。

①１５,５００円
②４,０００円

心身障害者
福祉手当
住宅加算

次の①・②のすべてに該当する方
①�月額１５,５００円の心身障害者福祉手当を受給してい

る方
②�市内の民間アパート・借家等にお住まいで、市よ

り他の住宅扶助を受けていない非課税世帯の方

３,５００円

重度心身
障害者手当

常時特別な介護を必要とする６５歳未満の重度心身障
害者で次の①～③のいずれかに認定された方
①重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方
②重度の知的障害と身体障害の重複障害の方
③�重度の肢体不自由で四肢機能が失われ座っている

ことが困難な方
　※�都が直接判定を行います。２０歳以上は本人、２０

歳未満は扶養義務者の所得制限あり。また、施
設入所者および継続して３カ月を超えて入院して
いる方には支給されません。

60,000円

雨水浸透のしくみ雨水浸透ますの構造

宅地内雨水浸透ます宅地内雨水浸透ます
および雨水タンクの設置補助および雨水タンクの設置補助

障害がある方のための手当

※支給回数は手当により異なります。

雨水タンク本体と接続部品（黄色い

箇所）が補助対象となります。

※土台は含みません。

雨水タンク本体と接続部品（黄色い

箇所）が補助対象となります。

※土台は含みません。※土台は含みません。
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お知らせ

「（仮称）グローブライドみらい
フィールドプロジェクト」 
環境影響評価書の縦覧・閲覧に
ついて

　事業所から「（仮称）グローブライ
ドみらいフィールドプロジェクト」
に関する環境影響評価書が提出され
たため、公示の上、縦覧等を行いま
す。
縦 覧・ 閲 覧 期 間 ４ 月２４日㈮～ ５ 月
８ 日㈮縦覧場所市環境政策課（市役
所 ５ 階）、都環境局総務部環境政策
課（都庁第二本庁舎１９階）、都多摩環
境事務所管理課（立川合同庁舎 ３ 階）、
小平市役所環境政策課（市役所 ４ 階）
閲覧場所市政情報コーナー（市役所
１ 階）、中央図書館 ２ 階参考図書室、
東部図書館、滝山図書館、ひばりが
丘図書館j図書館における閲覧は、
開館時間内となります（各図書館の
休館日を除く）。詳細は都環境局総
務部環境政策課へl東久留米市環境
政策課☎０４２・４７０・７７５３

援農ボランティアを 
募集します!

　市内の農家さんの農作業を手伝っ
ていただける援農ボランティアを募
集します。この援農ボランティア養
成事業では、半年間程度、農業に関
する講義や、農家での実習を受けて
から、ボランティアの認定を行いま
すので、初心者の方も安心してご参
加いただけます。参加者向けの説明
会を開催するため、市nなどで内容
をご確認の上、お申し込みください。
a ５ 月１３日㈬午前１０時半～正午b市
役所 ７ 階７０１会議室c事業説明、実
習受け入れ農家との顔合わせe１８歳

以上７５歳以下で健康な方iボランテ
ィア活動のため賃金や交通費、弁当
代などの報酬はありません。無償で
の活動であることをご理解いただい
た上でお申し込みくださいk市nお
よび地域振興課窓口（市役所 6 階）で
配布している「参加申込書」に必要事
項を記入の上、 4 月30日㈭までに郵
送（〒203－8555、市役所地域振興課
宛 て）、m（chi ik ish inko@city .
higashikurume. lg.jp）または同課
へ持参を（閉庁日時を除く）l同課農
政係☎０４２・４７０・７７４３

「主催者賠償責任保険」加入のお
知らせ

　市では、社会教育活動を実施する
際に、責任者や指導者等（以下主催
者）が安心して活動できるよう「社会
教育活動主催者賠償責任保険制度」
を実施しています。
保険料の支払い無料（掛け金は全額
市が負担します）
補填対象▼主催者の過失により生じ
た事故等に対する損害賠償▼万一裁
判になったときの訴訟費用　※天変
地異による事故など、対象外となる
事由もありますので、あらかじめn
から約款をご確認ください。なお、
この保険は傷害保険ではありません
加入対象半数以上が市内在住・在勤
・在学の方で構成される次の①～⑤
の活動を行う団体の責任者など
①子ども会②スポーツ③社会教育④
社会奉仕⑤青少年健全育成等活動
補填内容①対人・対物の損害てん補

限度額＝ １ 事故につき ２ 億円（免責
０ 円）②人格権侵害てん補限度額＝
１ 事故１００万円（免責１,０００円）
保険期間 ７ 月 １ 日㈬午後 ４ 時～ ９ 年
７ 月 １ 日㈭午後 ４ 時
i例年と申込期間が異なりますので
お気を付けください
k土曜・日曜日を除く 5 月11日㈪～
２９日㈮の午前 ９ 時～正午、午後 １ 時
～ ５ 時に、指定の加入申請書（市文
化協会窓口または同協会nで取得）
・団体の会則または規
約を持参し、同協会（生
涯学習センター内）ま
で提出を　※受付期間
以降も随時受け付けし
ます。毎月原則20日締
め切りとなり、加入は
翌月の 1 日からになり
ます。l同協会☎０４２
・４７７・４７００または市
生涯学習課☎０４２・４７０
・７７８４

戦争体験談等を 
募集・公開しています

　戦争の悲惨さを記録し、次世代に
受け継いでいくため、戦争にまつわ
る体験談（空襲体験、被爆体験、学
童疎開、親や祖父母から聞いた話な
ど）を募集しています。また、お寄
せいただいた体験談は市nで公開し
ています。
e市内在住または市にゆかりのある
方j▼応募された体験談に関する著

作権は市に帰属します▼応募書類は
返却しません▼すべての体験談を活
用できるわけではありません▼一部
のみの引用や表現の修正をする場合
がありますk応募用紙（市nからダ
ウンロード）に必要事項を記入の上、
体験談など（様式不問・２，４００字以内）
を添付して、郵送（〒２０３－８５５５、市
役所総務部総務課庶務担当宛て）、
m（件名に「戦争体験談の応募」と明
記の上、somu@city.higashikurume.
lg . jp）または同課窓口（市役所 ４ 階）
へ持参を（平日午前 ８ 時半～午後 ５
時１５分〈正午～午後 １ 時を除く〉）l
同課庶務担当☎０４２・４７０・７７１４

令和 9 年 
二十歳(はたち)のつどい

　２０歳になられた皆さまの新しい門
出を祝福するため、「二十歳(はたち)
のつどい」を開催します。
a 9 年 １ 月１1日 ▼ １回目＝午前
10時半から▼ ２回目＝午後 １ 時半か
らb生涯学習センターe平成18年 ４
月 ２ 日～19年 ４ 月 １ 日に生まれた方
▼ １回目＝久留米・東・大門・中央
中学校の学区域にお住まいの方▼ ２
回目＝西・南･下里中学校の学区域
にお住まいの方l市文
化 協 会 ☎ ０４２・４７７・
４７００、または市生涯学
習課生涯学習係☎０４２
・４７０・７７８４
� （ ８面へ続く）

　支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経営の事業所へ、 ４ 月中
にインターネット回答用の調査書類が郵送されます。ぜひインターネッ
トでご回答をお願いします。
調査対象全国のすべての事業所および企業
　この調査は、すべての産業分野の経理項目を同一時点で網羅的に把握
し、国内の事業所や企業の経済活動を全国および地域別に明らかにする
ことを目的とした、国が行う調査の中でも特に重要かつ大規模な統計調
査です。調査書類に同封の「インターネット回答利用ガイド」等をご覧の
上、回答をお願いします。
　未回答の事業所や新たに把握した事業所には、 ５ 月に調査員がお伺い
して紙の調査票を配布します。インタ
ーネットでご回答いただくか、記入し
た紙の調査票を調査員に提出または市
に郵送提出してください。調査結果は、
社会経済の発展を支える基礎資料とし
て広く活用されます。
　回答いただいた内容は、「統計法」に
より、国が適正に管理し、統計作成目
的以外（例えば徴税資料
など）に使用することは
ありません。
l経済センサスー活動調
査コンタクトセンター
☎0120・138・102

「令和 ８年度経済センサスー活動調査」を
実施します

同協会n

市n

市n

４月１日付市人事異動
　市では、 ４ 月 １ 日付で部課長および係長・係員の異動を行いました。
部課長級の異動は次の通りです（カッコ内は前職）。
■部長級
▼議会事務局長兼議会事務局次長事務取扱（都市建設部長）道辻正信▼企
画経営室参事（教育部長）小堀高広▼総務部長兼管財課主幹事務取扱（子
ども家庭部長）功刀隆▼子ども家庭部長（総務部総務課長）森田吉輝▼都
市建設部長（都市建設部道路計画課長）吉川雅継▼教育部長（企画経営室
企画調整課長）佐藤貴泰
■課長級
▼企画経営室企画調整課長（企画経営室行政経営課長）白土和巳▼企画経
営室行政経営課長（子ども家庭部子育て支援課長）沼田多加志▼企画経営
室公共施設マネジメント推進課長兼主査事務取扱（企画経営室行政経営
課公共施設マネジメント担当課長）板倉正弥▼企画経営室秘書広報課長
兼秘書係長事務取扱（子ども家庭部子育て支援課長補佐兼保育・幼稚園
係長）後藤博栄▼総務部総務課長（総務部職員課長）栗岡直也▼総務部職
員課長（市民部市民課長）斉藤真由美▼総務部管財課長（市民部課税課長
兼土地資産税係長事務取扱）速水晃嗣▼市民部地域振興課長（市民部産業
政策課長）飯田嘉紀▼市民部市民課長（環境安全部環境政策課長）浅海希
▼市民部課税課長（選挙管理委員会事務局長）岩澤純二▼市民部納税課長

（市民部納税課長兼管理係長事務取扱）佐川公行▼環境安全部（危機管理
室）防災防犯課長（環境安全部（危機管理室）防災防犯課長兼主査事務取
扱）市澤信明▼環境安全部環境政策課長（企画経営室行政経営課長補佐兼
主査）早瀬裕隆▼福祉保健部福祉総務課長兼高齢者福祉係長事務取扱（総
務部管財課長）桑原直人▼福祉保健部生活福祉課長（企画経営室秘書広報
課長兼秘書係長事務取扱）井出義博▼福祉保健部健康課長（監査事務局
長）島崎修▼子ども家庭部保育幼稚園課長（教育部生涯学習課長兼スポー
ツ振興係長事務取扱）桜井昌紀▼都市建設部道路計画課長（都市建設部施
設建設課長）平山重和▼都市建設部施設建設課長（都市建設部施設建設課
長補佐兼主査）遠山元▼会計課長（市民部生活文化課長）木村大輔▼教育
部教育総務課長（教育部教育総務課長兼施設管理係長事務取扱）藤竜也▼
教育部指導室主幹・統括指導主事（東京都）田邨佳宏▼教育部生涯学習課
長（市民部納税課長補佐兼納税係長）森山知佳▼選挙管理委員会事務局長

（福祉保健部健康課長）新妻理成▼監査事務局長（会計課長）弓削丈士
l職員課☎０４２・４７０・７７１６同調査キャン

ペーンサイトn
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（ ７面から続く）

市民アンケート調査を 
実施します 

　市が実施しているさまざまな行政
サービスに関する成果や実績などを
把握するため、「市民アンケート調
査」を実施します。市内在住の１８歳
以上の方の中から無作為に３,０００人を
抽出し、 4 月下旬に調査はがきを送
付する予定です。はがきが届いた方
は、ご協力をお願いします。回答は、
原則インターネットより可能です。
調査結果は市nなどで公表します。
l行政経営課☎042・470・7704

東久留米小山茶園サポーターズ
クラブメンバー募集

　「小山茶園」は、東久留米市の北部、
小山地域に広がる「小山緑地保全地
域」の一角にある、お茶畑です。お
茶と自然を愛する市民のボランティ
アで、お茶の木の管理作業をし、毎
年おいしいお茶を作って、市内のイ
ベント時に活用したり、消費者啓発
活動を行ったりしています。今年も、
当クラブでは新しいメンバーを募集
します。興味のある方は、ぜひご入
会ください。
a 3 月～10月までの毎月第 2 ・ 4 土
曜日午前 9 時～11時頃b小山緑地保
全地域内茶畑（小山 1 −16）k電話で
地域振興課へ（随時受け付け）l地域
振興課消費生活・施設係☎042・470
・7743

　都と特別区および26市 ２ 町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効
率的に進めるため、優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を
過去 ４ 回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。現行の整備
方針（第四次事業化計画）は令和 ７ 年度までの計画期間としており、新
たな整備方針の策定に向け、これまで都民の皆様の貴重なご意見・ご
提案を参考に取りまとめ、東京が目指すべき将来像を実現するため、
新たな「東京における都市計画道路の整備方針」を令和 ８ 年 ３ 月に策定
しました。
　本方針における本市域の都市計画道路については、下図の通り都施
行 １ 区間、市施行 ３ 区間の計 ４ 区間を選定しました。
  検討にあたりご意見等をいただきました皆さんへ深く
感謝申し上げます。
　今後は本整備方針に基づき都市計画道路の整備に努め
てまいります。詳細は都nでご覧いただけます。

「東京における都市計画道路の整備方針」
(第五次事業化計画)
を策定しました
l都都市整備局街路計画課☎03・5388・3379
　市道路計画課道路交通計画係☎042・470・7768

都n

優先整備路線（都施行）

優先整備路線（市施行）

東久留米市　都市計画道路網図

凡　例

整備済み路線

未整備路線

事業中路線

東久留米駅

　湧水の妖精るるめちゃんは、地域資源PRキャラク
ターとして、市民の皆さんに広く親しまれています。
るるめちゃんのイラストは、商用を目的としない使用
であればどなたでも申請不要で使用できます。ぜひ、
ご活用ください。使用にあたってのルールなど、詳細
は市nをご確認ください。
j▼�８ 年 ４ 月 １ 日から商用を目的としない使用であれ

ば申請不要となりました。商用を目的とした使用
の場合は申請が必要となります

　▼�るるめちゃんは着ぐるみの貸し出しも無料で行っ
ています（申請が必要です）

「湧水の妖精 るるめちゃん」のイラスト
を利用してみませんか？

市n
（イラスト
申請〈商用〉）

市n
（イラスト
申請〈非商用〉）

市n
（着ぐるみ
ページ）

l地域振興課地域振興係☎042・470・7743

会 員 募 集
◆ユニカール東久留米＝a毎週水曜日午
前 9 時～正午b青少年センターg入会金
1,000円、会費年3,000円jじゅうたん上
で行うカーリング。シニア向けの適度な
運動ですl吉川☎080・6818・3065
◆中国健康法普及協会＝a月曜～土曜日
午前 9 時～ 9 時半bあじさい公園g入会
金1,000円、会費年2,000円jフジテレビ
で放映された健康体操。初心者大歓迎で
すl滝島☎090・3216・0873
◆謡曲・観世流（東久留米修声会）＝a毎
月第一・第三金曜日午前10時～11時b滝
山団地第 2 集会所g会費月5,000円jプ
ロの能楽師の指導のもとでシテ・ワキ・
地謡等分担して謡いますl江口☎042・
473・2463
◆アリアンテ　ダンスクラブ＝a毎週土
曜日午前 9 時20分～10時10分他bスポー
ツセンター第二体育室g会費月4,100円
j小学生が中心でHIP HOPダンスを楽
しんでいますl宮澤☎090・4741・4422

◆ふぉーくだんすばらのかい＝a月 2 回。
第二・第四土曜日午後 1 時～ ３ 時bスペ
ース105（市役所向かい）g会費月2,000円
j駅近で広い稽古場です。土曜の午後は
お子さんを連れて楽しみませんかl阿久
津☎042・476・1106

催 し
◆「野生の鳥たち」写真展（落合川清掃ボ
ランティアグループ）＝a 5 月16日㈯～
20日㈬午前10時～午後 5 時（初日は正午
から、最終日は午後 3 時まで）bスペー
ス105（市役所向かい）g無料j野鳥のさ
まざまな表情をごらんくださいl高橋☎
090・3040・5195
◆少林寺拳法無料体験会（東久留米市少
林寺拳法連盟）＝a毎週水曜・金曜・土
曜日午後 ７ 時～ ９ 時b第五小学校（水曜
日）、第一小学校（金曜日）、スポーツセ
ンター（土曜日）他g無料（随時開催して
います）j詳細はお問い合わせの上、運
動のできる服装でお越しください。対象、
子供から一般l伊藤☎090・4019・8369

市 民 伝 言 板 林野火災警報等の運用について

　 １ 月から ５ 月の林野火災多発期に一
定の気象条件を満たした場合、市町村
ごとに林野火災警報等が発令されます。
この警報が発令されると、対象区域で
はたき火や火入れ、花火などの火の使
用が制限され、従わない場合は罰則が
適用されることがあります。キャンプ
や登山など、レジャーで外出すること
が多くなるこの時期は、行先の林野火
災警報等の発令状況を確認し、火気の
使用を控えるなど林野火災防止にご協
力ください。対象区域の林野火災警報
等の発令状況について
は、東京消防庁nなど
でご確認いただけます。
l東久留米消防署防火
査 察 係 ☎ ０４２・４７１・
０１１９

青い鳥郵便葉書を無償配布します

　日本郵便株式会社では、身体障がい
者および知的障がい者の福祉に対する
理解と認識を深める事を目的として、

重度の身体障がい者および重度の知的
障がい者で希望される方に、郵便はが
き 1 種類20枚を差し上げます。
配布対象重度の身体障がい者( 1 級
または 2 級の方）・重度の知的障がい
者（療育手帳に「A」または 1 度、 2 度
と表記されている方）
受付期間 6 月 1 日㈪まで
申込方法郵便局窓口で、身体障害者
手帳・療育手帳・ミライロIDを提示し、
所定の申込書を提出（代理の方の提出
も可能。郵送の場合は、手帳の写しの
同封が必要）
お渡し方法郵送のみ
l東久留米郵便局☎0570・943・109（ナ
ビダイヤル）

プロから学ぶ『庭木の剪定』 
〜庭のお手入れのしごとを体験し
てみませんか〜

a 5 月28日㈭午前10時～午後 1 時bシ
ルバー人材センター(下里 4 − 1 −44)
f先着20人k 4 月15日㈬午前 9 時から
電話で(公財)東京しごと財団シルバー
講習担当係へl同係☎03・5211・2326

官 公 署 だ よ り

東京消防庁n

8 令和8年4月15日号 お知らせ 官公署だより
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